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2017 年 12 月 25 日 達 第 89 号 
鋼船規則検査要領の一部を改正する達 
 
「鋼船規則検査要領」の一部を次のように改正する。 

 

U 編 非損傷時復原性 

附属書 U1.2.1 船長のための復原性資料に関する検査要領 

1.3 復原性資料の記載内容 

1.3.9 標準状態における復原性 
 
-1.を次のように改める。 
 

-1. 標準状態には，少なくとも次に掲げる状態を含めること。ただし，その状態を含め

ることが明らかに不適当である場合には，除外して差し支えない。なお，出港状態は燃料，

食料及び清水等の消耗品を満載した状態とし，入港状態はそれらを 90%消費した状態とす

る。また，満載出港状態はバラストタンクが空の状態で，規則 C 編 4 章による損傷時復原

性計算に使用する最高区画喫水線，夏期満載喫水線又は，甲板積み木材を積載する船舶に

ついては夏期木材満載喫水線又はタンカー，液化ガスばら積船及び危険化学品ばら積船に

ついては熱帯満載喫水線（熱帯満載喫水線を有さない場合夏期満載喫水線）まで沈めた状

態とすること。なお，実際の運航状態と矛盾が生じない限り，均等積みで満載状態とする。 
(1) 軽荷状態 
(2) 入渠状態 
(3) バラスト出港状態及びバラスト入港状態 
(4) 以下の(a)及び(b)に従う満載出港状態及び満載入港状態 

(a) 原則として，計画されているすべての積付け状態を対象とすること。例えば，

甲板に貨物を積載する場合や隔倉積みをする場合等の特殊な積付け状態も含

めること。 
(b) 乾貨物船であって，液体貨物のためのタンクを備える船舶においては，タンク

が満載状態及び空倉状態を仮定したものとすること。 
(5) 復原性の大きな変化が想定される状態（例えば，航海中にバラストの調整が必要な

積付け状態，着氷の考慮が必要な場合等） 
(6) 甲板上に木材を積載する場合，各貨物倉に均等に貨物を積み付け，甲板上には制限

一杯まで貨物を積み付けたうえで夏期木材満載喫水線（夏期木材満載喫水線を有さ

ない場合夏期満載喫水線）まで沈めた状態 
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附  則 
 

1. この達は，2018 年 6 月 25 日（以下，「施行日」という。）から施行する。 
2. 施行日前に建造契約が行われた船舶にあっては，この達による規定にかかわらず，

なお従前の例による。 

 


